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※資本的収支の不足額は損益勘定留保資金などで補てんします

戸田市上下水道事業会計予算
令和8年度 特別会計予算

問い合わせ　水安全部総務課　229-4606

区　分 予 算 額
収　入 32億 9,7 3 1万 9 千円
支　出 30億 5, 1 2 1万 0 千円

国民健康保険 1 13億 5,982万 5 千円

市民医療センター 8億 2,273万 9 千円

交通災害共済事業 380万 3 千円

海外留学奨学事業 8 1 7万 4 千円

火災共済事業 264万 6 千円

新曽第一土地区画整理事業 23億 8,370万 1 千円

介護保険 88億 1, 1 3 8万 2 千円

新曽第二土地区画整理事業 8億 7, 969万 6 千円

後期高齢者医療 1 7億 2,342万 8 千円

在宅介護支援事業 9,486万 0 千円

特別会計　合計 260億 9,025万 4 千円

区　分 予 算 額
収　入 13億 1 ,4 8 1万 0 千円
支　出 25億 6, 2 16万 7 千円

区　分 予 算 額
収　入 15億 4 7 1万 6 千円
支　出 21億 1, 2 16万 5 千円

区　分 予 算 額
収　入 28億 7, 143万 6 千円
支　出 28億 8,307万 1 千円

令和8年度の一般会計予算額は675億3,300万円で、前年度と比較して28億300万円の増額となりました。この
増額の大きな要因としては、小学校や消防署の工事費用の増加が挙げられます。
また、特別会計予算額は260億9,025万4千円で、前年度と比較して6億1,729万5千円の減額となりました。この
減額の大きな要因としては、新曽第一土地区画整理事業特別会計の事業費の減額が挙げられます。

問い合わせ 財政課（内線415）
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戸田市第５次総合振興計画戸田市第５次総合振興計画
後期基本計画がスタートします！後期基本計画がスタートします！

市が目指す将来都市像を実現するための方策を定めた「戸田市第５次総合振興計画 後期基本計画」がスタートしまし
た。戸田市に関わる方々が、より一層「このまちで良かった」と実感できるよう、未来を見据えた協働によるまちづ
くりを進めていきましょう。

■問い合わせ　共創企画課（内線 413）

戸田市第５次総合振興計画戸田市第５次総合振興計画
後期基本計画がスタートします！後期基本計画がスタートします！

市民・議会・行政が協働によるまちづくりに取り組むため、
将来都市像や基本的な考え方を示したもので、「基本構想」
「基本計画」「実施計画」で構成されています。

後期基本計画後期基本計画 ３つの特徴
１ 協働により策定した計画
市民・議会・行政の協働により計画を策定しました。今後、こ
れまで以上に協働のまちづくりを推進します。

２ 目標達成のための適切な進行管理ができる計画
明確な目標と指標を設定して進行管理を行うことで、市民への
説明責任を果たすとともに、目的と手段の関係性を明確にします。

３ 変化に対応できる計画
複雑化する地域課題に迅速に対応できるよう、これまで以上に
各組織が連携して重層的かつ柔軟に施策の展開を図ります。

後期基本計画の全体像

後期基本計画に
ついて詳しくは、

こちら

1 ～ 4 5 ～ 7 8 ～ 14 15 ～ 20 21 ～ 24 25 ～ 28 29 ～ 32
●子育て支援
●学校教育

など

●生涯学習
●芸術・文化
●スポーツ・レク
リエーション

など

●地域医療体制
●健康づくり
●高齢者・障が
い者（児）福祉

など

●消防、防災
●防犯対策
●道路管理

など

●市街地整備
●上下水道
●公共交通

など

●自然、緑化
●公園
●環境衛生

など

●就労支援
●産業振興
●市民交流

など

1 ～ 4
●協働　●情報発信　●行財政運営　●議会運営　など

総合振興計画とは？

市が目指す将来都市像 「『このまちで良かった』みんな輝く 未来共創のまち とだ」

32 の
施策

４つの
考え方

基本構想 10 年間（令和 3年度～令和 12 年度）

基本目標

Ⅶ
活力にあふれ人
が集い心ふれあ
うまち

基本目標

Ⅵ
都市環境と自然
環境が調和した
まち

基本目標

Ⅴ
快適に過ごせる
生活基盤が整備
されたまち

基本目標

Ⅳ
安全な暮らしを
守るまち

基本目標

Ⅲ
共に生き、支え
合い、安心して
暮らせるまち

基本目標

Ⅱ
創造性や豊かな
心を育むまち

基本目標

Ⅰ
こどもが健やか
に育ち、いきい
きと輝けるまち

後期基本計画 5 年間（令和 8年度～令和12年度）

総合振興計画の計画期間

令和 8 年度令和 3 年度 令和 12 年度

基本構想（10 年間）

前期基本計画（5 年間）
令和 3年度～令和 7年度

後期基本計画後期基本計画（5 年間）
令和 8年度～令和 12年度

3 カ年 3 カ年

3 カ年 実施計画
（毎年度見直し） 3 カ年

3 カ年 3 カ年

市民・議会・行政の 3者が集まり、
今後５年間で目指すべき姿などにつ
いて、意見や取り組みのアイデアな
どを出し合い、市長に提言書を提出
しました。

「協働会議」の開催

市の取り組みの満足度や今後重要
と感じる取り組みなどの意識調査、
パブリック・コメントを活用して、
広く意見をいただきました。

市民意識調査や
パブリック・コメントの実施

市民の皆さんから、たくさんの意見をいただきました！


